
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５０９５．自動車通関証明書交付申請

事項登録 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

業務コード 業務名 

ＭＴＡ 自動車通関証明書交付申請事項登録 
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１．業務概要 

「自動車通関証明書交付申請（ＭＴＣ）」業務に先立ち、自動車通関証明書交付申請（救援品等手数料免

除申請を含む）に係る事項を登録または訂正する。 

また、手数料の納付方法は、「電子納付」、「印紙」、「現金」を選択することができ、１回の自動車通

関証明書交付申請事項登録において登録可能な輸入許可情報は１件のみとし、自動二輪については１つの

自動車通関証明書帳票に表示する台数を１枚１台（最大１０台（個別の発給番号））とするのか１枚複数

台（最大３０台（同一発給番号））とするのか選択することができる。 

登録区分として、以下の手続きが実施可能である。 

①「Ｎ：新規」 

②「Ｔ：訂正（新規交付時に差戻しとなった場合）」 

③「Ｒ：再交付」 

④「Ｓ：再交付の訂正（再交付で差戻しとなった場合）」 

⑤「Ｕ：交付後訂正」 

⑥「Ｖ：交付後訂正の訂正（交付後訂正で差戻しとなった場合）」 

 

２．入力者 

通関業者、輸出入者 

 

３．制限事項 

①証明書申請番号の枝番は、８以下であること。 

②証証明書発給番号の枝番は、８以下であること。 

③手数料の金額については、申請者が入力する。（システムで計算等は行わない。） 

 

４．入力条件 

（１）入力者チェック 

①システムに登録されている利用者であること。 

②証明書申請番号が入力されている場合、利用者が自動車通関証明書発行ＤＢに登録されている登録

者と同一であること。 

（２）入力項目チェック 

（Ａ）単項目チェック 

「入力項目表」及び「オンライン業務共通設計書」参照。 

（Ｂ）項目間関連チェック 

「入力項目表」及び「オンライン業務共通設計書」参照。 

（３）自動車通関証明書発行ＤＢチェック 

（Ａ）証明書申請番号が入力された場合、入力された証明書申請番号が自動車通関証明書発行ＤＢに存在

すること。 

（Ｂ）「自動車通関証明書交付申請呼出し（ＭＴＢ）」業務によるディレード中でないこと。 

（Ｃ）ＭＴＣ業務が実施されていない場合、申請先税関が自動車通関証明書発行ＤＢに登録されている申

請先税関と同一であること。 

（Ｄ）ＭＴＣ業務が実施されている場合、申請先税関官署が自動車通関証明書発行ＤＢに登録されている

申請先税関官署と同一であること。 

（Ｅ）「自動車通関証明書交付審査終了（ＭＴＤ）」業務において受理されていないこと。 

（Ｆ）証明書申請番号の入力がある場合、「自動車通関証明書交付情報登録（ＭＴＦ）」業務によって登

録された情報でないこと。 
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（Ｇ）証明書申請番号の入力がある場合、「自動車通関証明書交付後備考訂正（ＭＴＧ）」業務によって

登録された情報でないこと。 

（Ｈ）ＭＴＤ業務で差し戻された申請を訂正する場合、以下のチェックを行う。 

①自動車通関証明書発行ＤＢに登録されている登録区分が「Ｎ：新規」、または「Ｔ：訂正」の場

合、入力の登録区分が「Ｔ：訂正」であること。 

②自動車通関証明書発行ＤＢに登録されている登録区分が「Ｒ：再交付」、または「Ｓ：再交付の訂

正」の場合、入力の登録区分が「Ｓ：再交付の訂正」であること。 

③自動車通関証明書発行ＤＢに登録されている登録区分が「Ｕ：交付後訂正」、または「Ｖ：交付後

訂正の訂正」の場合、入力の登録区分が「Ｖ：交付後訂正の訂正」であること。 

（Ｉ）入力の登録区分が「Ｕ：交付後訂正」、または「Ｖ：交付後訂正の訂正」の場合、自動車通関証明

書発行ＤＢに登録されている証明書の枚数区分と入力の証明書の枚数区分が同一であること。 

 

５．処理内容 

（１）入力チェック処理 

前述の入力条件に合致するかチェックし、合致した場合は正常終了とし、処理結果コードに「０００

００－００００－００００」を設定の上、以降の処理を行う。 

合致しなかった場合はエラーとし、処理結果コードに「０００００－００００－００００」以外のコ

ードを設定の上、処理結果通知の出力を行う。（エラー内容については「処理結果コード一覧」を参照。） 

（２）証明書申請番号の払出し処理 

①証明書申請番号の入力がない場合、システムで証明書申請番号を払い出す。 

②証明書申請番号の入力がある場合、証明書申請番号の枝番を払い出す。ただし自動車通関証明書交

付申請事項の訂正の場合は、新たな枝番の払い出しを行わない。 

（３）自動車通関証明書発行ＤＢ処理 

①入力内容を自動車通関証明書発行ＤＢに登録・更新する。 

②証明書申請番号の枝番が払い出された場合は、入力された証明書申請番号に係る自動車通関証明書

発行ＤＢに削除の旨を登録する。 

（４）出力情報出力処理 

後述の出力情報出力処理を行う。出力項目については「出力項目表」を参照。 

 

６．出力情報 

情報名 出力条件 出力先 

処理結果通知 なし 入力者 

自動車通関証明書

交付申請入力控情

報 

なし 入力者 

 

７．特記事項 

なし。 


